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第８回分科会等における各委員からの指摘事項への対応

平成１８年８月４日
北方領土問題対策協会分科会事務局

委員からの指摘事項 第８回分科会における結論 評価表及び今後における対応

　北対協については総人件費改革として
人員を２名（9.5％）削減することになってい
るが、役職員21名で最小の独法であると
いう特性は考慮したのか。
　削減を続けた場合には組織の在り方に
支障が生じるのではないか。

　人員の削減については「簡素で効率的な
政府を実現するための行政改革の推進に
関する法律」や閣議決定により求められて
いることであるため、必ず履行する必要が
あるが、今後の組織に在り方について十
分留意する必要もあることは明確にすべ
き。

　総人件費改革における人員削減につい
ては履行の必要があるが、本委員会にて
左記指摘のような懸念があることに言及す
ることとする。

　項目別評価表における自己評価としてＢ
評価をつけているものもあるが、実績欄を
読んでもなぜＢ評価であって、Ａ評価では
ないのか明確ではない。
　国民から見た場合に何故それがＢ評価
であるのか基準に照らして明確であるべ
き。

　将来的に見て工夫の余地が見られ、協
会として満足がいく実績とは言い切れない
ことを理由にＢ評価とした項目がある。そう
した項目においては実績欄の記述からＢ
評価とした理由が明確に読み取れない。
　次回分科会までに、なぜＢ評価をつけた
のかが明確になるように、項目別評価表
の実績欄の記述を修正する。

　Ｂ評価をつけたものについてはその理由
が明確になるよう実績欄の記述を修正し
た。
　将来的に見て工夫の余地が見られるとし
ても１７年度の実績に限れば満足がいくと
思われる項目については、自己評価を修
正した。
　なお、自己評価については、独法自らの
満足の度合いによって評価したものであ
り、あくまでも委員会が評価を行う際の参
考である。


